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豚の様子がおかしいな、と思ったらすぐにご連絡ください！！

夜間・休日は転送されます。必ず5回以上コールしてください

豚熱（CSF）ワクチン
初回接種が終了しました

CSF発生を予防するため令和２年２月１７日から実施していました

ワクチン接種について、７月２日に初回の接種を終了しました。

今後は、繁殖豚や子豚への接種を継続しますが、

飼養衛生管理基準の遵守を引き続きお願いいたします。

農場周囲の柵に破れはないか 畜舎の防鳥ネットに破れはないか

農場内に餌はこぼれていないか 農場周囲の草刈り

農場内外・出入り時の消毒徹底‼

自農場の豚に異常があった場合は速やかに家畜保健衛生所に通報してください！

堆肥の生産、販売、譲渡のための
届出は済んでいますか？

家畜ふんや堆肥は肥料取締法上、「特殊肥料」です。

これらを生産、他者へ※販売、譲渡する際は、同法に基づき、届出が必要です。届出
を行わずに販売、譲渡を行うことは肥料取締法違反になります。

今般、無届で肥料（家畜ふん、堆肥ではない）を販売した疑いで、書類送検される事例がありました。

届出事項に変更が生じた際の変更届出もお忘れなく！

※全量を自家消費する場合は不要です。

★肥料取締法に関する問い合わせ、届出先：

千葉県農林総合研究センター 検査業務課 【電話：043-291-1875】


